
権利の法的性質のイメージ
（１）形成権とする場合【形成権構成】
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【権利変動①】
解消金債権の発生
（判決確定等により金額判明）
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【権利変動②】
額が判明した解消金支払の条件付き
労働契約の終了という効果の発生
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・ これまでの議論では、１回の訴訟手続により請求が認められる
バックペイの範囲については、現行の運用を変更するための特段
の規定を設ける必要はないと考えられるとされた。
・ このため、最終的には個別ケースに応じた司法判断となるが、
労働契約解消金請求とバックペイ請求を併合提起した場合で
あって、解消金の支払までは就労の意思があり、判決確定時ま
でバックペイ請求に係る訴えの利益があると判断されたときには、
判決確定時までのバックペイの請求が認められることになる。
・ その上で、例えば参考資料のパターン３又は４の場合には、
当該判決確定時までのバックペイ及び解消金を支払うことにより、
労働契約が終了する（当該判決確定時から解消金の支払時
までの間のバックペイを請求する場合には別訴等が必要）。
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（２）形成判決とする場合【形成判決構成】
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【権利変動①】
解消金債権の発生

【求める判決】
①解消金債権の発生
②解消金の支払条件付き労働契約の終了
を求める形成判決

労働者の地位

※バックペイは（１）と同様
支払日到来
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【権利変動②】
解消金の支払条件付き
労働契約の終了


